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職員の給与及び通勤に要する費用の弁償に関する条例（昭和32年神奈川県条例第52号）新旧対照表 

〈第１条関係〉 

改    正 現    行 

（通勤手当） （通勤手当） 

第９条の５ （略） 第９条の５ （略） 

２ 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区

分に応じ、当該各号に定める額とする。 

２ 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区

分に応じ、当該各号に定める額とする。 

(1) 前項第１号に掲げる職員 支給単位期間

につき、人事委員会規則で定めるところによ

り算出した当該職員の支給単位期間の通勤に

要する運賃等の額に相当する額（次項及び第

６項において「運賃等相当額」という。） 

(1) 前項第１号に掲げる職員 支給単位期間

につき、人事委員会規則で定めるところによ

り算出した当該職員の支給単位期間の通勤に

要する運賃等の額に相当する額（次項及び第

５項において「運賃等相当額」という。） 

(2)・(3) （略） (2)・(3) （略） 

３ 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転

に伴い、所在する地域を異にする公署に在勤す

ることとなつたことにより、通勤の実情に変更

を生ずることとなつた職員で人事委員会規則で

定めるもののうち、第１項第１号又は第３号に

掲げる職員で、当該異動又は公署の移転の直前

の住居（当該住居に相当するものとして人事委

員会規則で定める住居を含む。）からの通勤のた

め、新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車

国道その他の交通機関等（第１号、次項及び第

６項において「新幹線鉄道等」という。）を利用

し、その利用に係る特別料金等（その利用に係

る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎と

なる運賃等に相当する額を減じた額をいう。同

号及び次項において同じ。）を負担することを常

例とするものの通勤手当の額は、前項の規定に

かかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分

に応じ、当該各号に定める額の合計額とする。 

３ 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転

に伴い、所在する地域を異にする公署に在勤す

ることとなつたことにより、通勤の実情に変更

を生ずることとなつた職員で人事委員会規則で

定めるもののうち、第１項第１号又は第３号に

掲げる職員で、当該異動又は公署の移転の直前

の住居（当該住居に相当するものとして人事委

員会規則で定める住居を含む。）からの通勤のた

め、新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車

国道その他の交通機関等（第１号、次項及び第

５項において「新幹線鉄道等」という。）を利用

し、その利用に係る特別料金等（その利用に係

る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎と

なる運賃等に相当する額を減じた額をいう。同

号及び次項において同じ。）を負担することを常

例とするものの通勤手当の額は、前項の規定に

かかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分

に応じ、当該各号に定める額の合計額とする。 

(1) 新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に

係る通勤手当 支給単位期間につき、人事委

員会規則で定めるところにより算出した当該

職員の支給単位期間の通勤に要する特別料金

等の額に相当する額（第６項において「特別

料金等相当額」という。） 

(1) 新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に

係る通勤手当 支給単位期間につき、人事委

員会規則で定めるところにより算出した当該

職員の支給単位期間の通勤に要する特別料金

等の額に相当する額（第５項において「特別

料金等相当額」という。） 

(2) （略） (2) （略） 

４ （略） ４ （略） 

５ 第１項第２号又は第３号に掲げる職員で、自

動車等の駐車のための施設（その所在地及び利

用形態が人事委員会規則で定める要件を満たす

ものに限る。第１号及び第９項において「駐車

場等」という。）を利用し、その料金を負担する

ことを常例とするもの（人事委員会規則で定め

る職員を除く。）の通勤手当の額は、前３項の規

定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の

区分に応じ、当該各号に定める額とする。 

（新設） 

(1) 駐車場等に係る通勤手当 支給単位期間

につき、5,000円を超えない範囲内で１箇月当

たりの駐車場等の料金に相当する額として人
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改 正 現  行 

事委員会規則で定める額 

(2) 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当

前３項の規定による額 

＿_ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

６ 運賃等相当額をその支給単位期間の月数で除

して得た額（交通機関等が２以上ある場合にお

いては、その合計額）、第２項第２号に定める額、

特別料金等相当額をその支給単位期間の月数で

除して得た額（新幹線鉄道等が２以上ある場合

においては、その合計額）及び前項第１号に定

める額の合計額が 15万円を超える職員の通勤手

当の額は、第２項から前項までの規定にかかわ

らず、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間

のうち最も長い支給単位期間につき、15 万円に

当該支給単位期間の月数を乗じて得た額とす

る。 

５ 運賃等相当額をその支給単位期間の月数で除

して得た額（交通機関等が２以上ある場合にお

いては、その合計額）、第２項第２号に定める額

及び特別料金等相当額をその支給単位期間の月

数で除して得た額（新幹線鉄道等が２以上ある

場合においては、その合計額）の合計額が 15万

円を超える職員の通勤手当の額は、前３項の規

定にかかわらず、当該職員の通勤手当に係る支

給単位期間のうち最も長い支給単位期間につ

き、15 万円に当該支給単位期間の月数を乗じて

得た額とする。 

７ 通勤手当は、支給単位期間（人事委員会規則

で定める通勤手当にあつては、人事委員会規則

で定める期間）に係る最初の月（当該月に通勤

手当を支給することが困難な場合として人事委

員会規則で定める場合にあつては、その翌月）

の人事委員会規則で定める日に支給する。 

６ 通勤手当は、支給単位期間（人事委員会規則

で定める通勤手当にあつては、人事委員会規則

で定める期間）に係る最初の月の人事委員会規

則で定める日に支給する。 

８ （略） ７ （略） 

９ この条において「支給単位期間」とは、通勤

手当の支給の単位となる期間として６箇月を超

えない範囲内で１箇月を単位として人事委員会

規則で定める期間（自動車等及び駐車場等に係

る通勤手当にあつては、１箇月）をいう。 

８ この条において「支給単位期間」とは、通勤

手当の支給の単位となる期間として６箇月を超

えない範囲内で１箇月を単位として人事委員会

規則で定める期間（自動車等に係る通勤手当に

あつては、１箇月）をいう。 

10 （略） ９ （略） 
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